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研究ノート

神聖ローマ皇帝ルドルフ 2世の 1595年の勅書による

周辺国ギルドヘの影響

―ハンブルクの画家ギルドからプラハの画家ギルドに宛てた書簡より

川上恵理

《キーワード》画家ギルド バルトロメウス・スプランゲル

1. 書簡について

1609年 9月19日、ハンブルクの画家ギルドはプラハの画家たちのギルドに対して 1通の書

簡をしたためた。その目的はプラハのギルドに対して 1595年に神聖ローマ皇帝ルドルフ 2世

(1552-1612)が発行した勅書とその際に改められた紋章の写しを得ることにあった (1)。現在、

この書簡はプラハ国立博物館のアーカイヴに所蔵されており (2)、これに対するプラハ側から

の返信は同地の国立美術館のアーカイヴにある画家ギルド関係資料中に保管されている (3¥

当該資料は本文中で紋章授与証書として繰り返し言及されるルドルフ 2世の 1595年の勅書

との関係において意味を持つ。 16世紀イタリアでは絵画を手仕事ではなく知的な活動として

認め、その地位を高めようとする動きが始まったが、その影響はプラハにも認められる。 1595

年の勅書は絵画を手仕事と区別する文言を含むために、その文脈においてこれまで繰り返し引

用されてきたが、その一方で勅書の影響力を示す周辺の文書については十分に顧みられてこな

かった。本稿で取り扱う書簡は周辺国のギルドに対する勅書の影響力を示す点で価値があると

考える。また、上記の理由ゆえに、本書簡の全文を収めた刊行本は管見の限り存在しない。

2. ルドルフ 2世の 1595年の勅書

ハンブルクの画家ギルドが写しを求める紋章授与証書とは、先に触れたとおり、 1595年4

月27日に神聖ローマ皇帝ルドルフ 2世によって発行された勅書を指している。本勅書はプラ

ハのマラー・ストラナ（小地区）と旧市街の画家たちのギルドに対して発行された (4)。この

ギルドは 14世紀に設立され、本勅書が発行された時点では画家だけでなく、ガラス職人、刺

繍職人などが所属していた叫 1595年の勅書が発行される以前から同画家ギルドに対して特

許状は与えられており、最も古く著名なものは 1365年 1月16日に神聖ローマ皇帝カレル 4世

によって出されている (6)。1595年の勅書の中では、 1523年のラヨシュ 2世による特許状と (7)、

1562年のフェルデイナント 1世による特許状について言及されており (8)、本勅書はその内容

を改めて認めている。そして、 1594年に刺繍職人が加入したことを追認し、さらに絵画を他
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の手仕事と区別して、絵画のみを手仕

事ではなく絵画術 (umenimalifske / 

mahlerkunst) と呼び表すべきことと、

ギルドの紋章を変更することも承認し

ている。勅書には新たな紋章のための

空欄があるが、その図案は現存しな

ぃ(9)。しかし、新旧の紋章の図案につ

いては勅書に詳細に記されており (10)、

その模写となるミニアチュールも残っ

ている（図 1) (11)。新たな紋章では、

兜の上の王冠に宝石が追加され、以前

の紋章で中央に据えられていたムーア

人の女性が知恵の女神アテナに変更さ

れた。特に後者は画家の地位が本勅書

で上昇したことと関連すると見なされ

てきた。勅書には明記されないものの、

この図案の変更を手掛けたのはバルト

ロメウス・スプランゲルとされる。彼

図 1 ゲオルグ・ガブリエル・マイヤー、バルトロメウス・
スプランゲルによるプラハの画家ギルドの紋章（現
存せず）に倣ったミニアチュール、 1631年、プラ
ハ国立美術館

はルドルフ 2世の宮廷画家であると同時に、居住していたマラー・ストラナの画家ギルドにも

属していた (12)0 

ただし、本勅書で初めて画家の地位を高める記述が追加された実際の目的については長年議

論されてきた。当時プラハで制作された作品の主題に鑑みても (13)、このような文言が追加さ

れた背景に絵画の地位上昇の機運の高まりがあったことは否定できないだろうが、より直接的

な原因として、 1980年のミーデマの指摘以降、画家ギルドと宮廷画家の対立について注目さ

れてきた (14)。近年はギルドを中心とした職人の関係に目が向けられつつあり、ギルド内での

職種間の対立や 05)、ギルドともぐりの職人の関係に原因を見る説がある (16)。

3. ルドルフ 2世による 1595年の勅書の周辺国に対する影響

ここまで見てきたルドルフ 2世の勅書は、その宮廷が置かれたプラハの画家に知られていた

可能性が高いが、ここで、本稿で扱う書簡を通して周辺国への影響について考察を試みる。

ハンブルクの画家ギルドから送られた書簡中の、「他の隣接する私どもの技芸に関連するギ

ルドに信頼できる写しを宮内官房からその費用で送ったと聞きました。」という記述からは、

勅書と紋章が周辺国でも知られており、時にその写しを他のギルドに送ることもあったと推測

できる。勅書の知名度については、プラハに来たオランダ人画家のヴェードマンの事例からも
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認められるだろう。 1644年に彼は、ルドルフ 2世の勅書とスプランゲルによって描かれた紋

章について言及し、絵画の芸術性を説いてギルド入会を拒否しようとした 07)。

そして、ハンブルクの画家ギルドは、ルドルフ 2世の勅書発行から 14年程後となる 1609年

にその写しを求めているが、さらに時代を下った 1668年 1月16日にもリューベックの画家ギ

ルドからルドルフ 2世の勅書と紋章の写しを求める書簡が送られてきていることが今回の調査

で判明した 08)。それに対するプラハ側の対応とその後のリューベックでの変化については更

なる調査が必要であるが、ハンブルクからの書簡に関しては 1609年 10月24日にプラハの画

家ギルドは好意的な返信を書き送ったことが分かっている (lg)。そして、シュロニェクによると、

1611年にブラウンシュヴァイク＝リューネブルク公ヴィルヘルムが同ギルドに与えた証書の

テクストに、ルドルフ 2世の勅書の影響を見て取ることができるようである (20)。

それゆえ、変更された紋章を伴うルドルフ 2世の勅書は、皇帝の死後も周辺ギルドに強い影

響を与え、ひとつの規範とされていた可能性があるだろう。

書簡（本文）

親愛の念をこめて、そしていかなるときにも幸多からんことを祈って、高潔で高貴にして教養

ある、親愛なる紳士およびよき友人たちへ

思い出させる必要もないことでしょうが、あなた方は次のように好意的に慎ましく受け入れる

すべを心得ておられます。幾年も前に至高の魂の記憶たるローマ皇帝陛下が同地でプラハの画

家たちのギルドに対し、紋章授与証書によって慈悲深くも特権をお認めになり、お許しになり

ました (21)。そして、最近、現ローマ皇帝陛下、我らの慈悲深き王によって、尊敬すべき芸術

性豊かなバルトロメウス・スプランゲル氏の援助から同様の紋章授与証書が慈悲深くも拡大さ

れ改められました (22)0 

ここで、私どもが記憶しているところによりますと、その上あなた方はひとつの新たな紋章

授与証書を宮内官房から得ており、また他の隣接する私どもの技芸に関連するギルドに信頼で

きる写しを宮内官房からその費用で送ったと聞きました。私どもは同様に、この紋章授与証書

の写しをいただきたかったのです (23)0 

こうしたことゆえに、あなた方に私どもの切なる願いが届き、あなた方が私どもに好ましい

意向を示し、この証書をもたらす者が、以下のことをやましいところなくごく短い文書で報告

せんことを望みます。いずれの日にか、こうした紋章授与証書の写しが宮内官房で認められる

こと、そして近隣に送っているように、先に触れた紋章授与証書はあなた方とその他の者で分

かち与えられたので、宮内官房で［その写しが］私どもの掛かりで作成されることを願ってお

ります。このように、私どもに支払いが任され金額を明確にされた官房の手数料をあなた方に

速やかに送る用意があります。そして、あなた方が再び生じたこの機会に快く手助けしてくだ
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さり願いを聞き届けてくださいますよう。友情を込めた願いと、この厚かましい要求にお気を

悪くしないでくださいますよう。神のご加護にいっさいを委ねんことを。

ハンブルクにて 1609年9月19日

親愛なる同地の画家のギルドの幹事および組合の皆様

ユルゲン・ロベク ダニエル・シュトルーベ (24)

Unsere freundtwillige Dienste nebenst Wunschung alles guten iederzeit zuvor, ernhafte 

furnehme und kunstreiche innsonders gunstige Herrn und gute Freunde. 

Euer Gunsten wissen sich ohne erinnem freundtlich zu bescheiden, was massen vor vielen 

Jahren die Romische Kaiserliche Majestat hochstseeliger Gedechtnuss die Zunft der Maler 

daselbst zue Prage mit einem Waapenbrief allergnedigst privilegiret und begnadigt und 

dass auch solcher Waapenbrief in Newligkeit von der itzigen Romischen Kaiserlichen 

Majestat unserm allergnedigsten Herrn durch Befurderunge der ernuesten und 

kunstreichen Herrn Bartholomaei Sprangers gnedigst augirt und verbessert worden. 

Wenn wir nun vermercken, dass darauf Euer Gunsten einen neuen Waapenbrief aus der 

kaiserlichen Hotkantzlei erlangt, auch davon anderen benachbarten und unserer Kunst 

verwandten Zunftbruederern glaubhafte Abschrift aus der kaiserlichen Kantzlei uf ihren 

Uncosten zu wege gebracht haben sollen und wir uns gleichfalls von sothanem 

Waapenbriefe gem Copey haben mochten. 

Demnach gelanget an Euer Gunsten unsere dienstfleissige Bitte dieselbe wollen uns den 

gunstigen Willen und Gefallen bezeigen und Beibringem dieses Briefs unbeschwert mit 

weinigem schriftlich berichten, was etwan die Copey alsolches Waapenbriefs in der 

kaiserlichen Kantzlei zustehen kommen mag, auch nachbarlich befurdern, dass berirter 

Waapenbrief, allermassen derselbe Euer Gunsten und andern mitgetheilt worden, in der 

kaiserlichen Kantzlei auf unsern Uncosten gefertiget werden moege, alss sein wir erbotig 

Euer Gunsten die uns uberschriebene und nhambkundig (z5i gemachte Cantzleigebuer mit 

dem allerfurderlichsten zu tibersenden, auch Euer Gunsten hinwieder zu vorfallender 
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Gelegenheit alle angenehme behagliche Dienste und Willfahrunge zu bezeigen erbotig, 

willig und geflissen, mit freundlicher Bitte, und dieser dreisten Anmuthung in ungutem 

nicht zu verdenken, gottlicher Protection und Bewahrunge uns sambtlich befehlend. 

Datum Hamburg den 19. Septembris Anno 1609. 

Euer Gunsten 

Freund-und dienstwillige 

Allterleute und gantzes Am.pt der Contrafeyer und Maler daselbst 

Jurgen Lobeck Danyell Struve 
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1611年である。 Luth,E., 600 Jahre Maler in Hamburg, Hamburg, 1975, p. 290. 

(25) "nahmbkundig (nahmkundig)"と書くつもりであったと解釈した。

〔附記〕

本稿は平成 28年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）による研究成果の一部である。

川上恵理（かわかみ・えり）

2011年神戸大学文学部卒業

2013年 神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了

2013年一神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程在籍

2016年一 日本学術振興会特別研究員 (DC2)
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